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県民意見提出（パブリックコメント）及び国・市町への意見照会の結果について 

 
 
 

項目 パブリックコメント 国への意見照会 市町への意見照会 

基本方向 ４件 ― ― 

土地利用の原則 ３件 ２件 １件 

調整指導方針 ― ― ― 

留意すべき基本的事項 １件 ― １件 

合計 ８件 ２件 ２件 

 

 

 

１ 意見募集の概要 

（１）募集期間 平成 29 年９月 25 日（月）から平成 29年 10 月 16 日（月）まで 

（２）募集方法 県ホームページへの掲載及び県民サービスセンター等への配架 
 

２ 意見提出状況 

  ５人の方から８件の御意見をいただいた。 

項目 件数 

基本方向 ４件 

土地利用の原則 ３件 

調整指導方針 ― 

留意すべき基本的事項 １件 

合計 ８件 
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３ 提出された意見に対する考え方 

No 区分 意見要旨 意見に対する考え方 

１ 基本方向 「持続的成長の確保」について、理念のところだけ

では少し分かりにくいため、少し説明を加えてはど

うか。 

御意見を踏まえ、県土利用の基本理念に追記しました。 

 

『本格的な人口減少社会の到来を踏まえ、地震や津波災害への対応を

はじめとする安全・安心な県土の構築、新たな産業の創出・集積等に

よる持続的成長の確保、美しさと品格を備えた景観の形成に配意し、

健康で文化的な生活環境の確保と、県土の均衡ある発展を図ることを

基本理念として、総合的かつ計画的に行われなければならない。』 

 

Ｐ１：「２（１）県土利用の基本理念」 

２ 基本方向 土地利用転換を行う場合は、地域住民の意向や環境

の保全などに配慮することが極めて重要である。 

人口及び産業の動向、周辺の土地利用の状況、社会資本の整備状況そ

の他の自然的・社会的条件等の土地の持つ適性、地域住民の意向等地

域の状況を十分に踏まえ、県土の保全と安全性の確保、環境の保全な

どへの慎重な配慮の下で、計画的かつ適正な土地利用転換を図る旨を

計画に明示しました。 

 

Ｐ２：「２（２）①土地需要の量的調整」 

３ 基本方向 太平洋ベルトの中でも南海トラフ巨大地震等によ

る地震・津波被害が特に懸念される地域であり、災

害に備えた土地利用を図ることは被害軽減・迅速な

復旧のために極めて重要である。 

被害をできる限り軽減する「減災」を目指し、南海トラフ巨大地震等

による地震・津波災害に備えた「静岡モデル」による防潮堤の整備な

ど適正な土地利用を図る旨を計画に明示しました。 

また、津波災害後の迅速な復旧・復興の備えとして被害後の土地利用

の方針等の策定に努めるほか、オープンスペース等の確保や災害リス

クの高い地域の土地利用の適切な制限を行う旨を計画に明示しまし

た。 

 

Ｐ２：「２（２）②ア日本一の「安全・安心」を実現する県土利用」 
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No 区分 意見要旨 意見に対する考え方 

４ 基本方向 所有者不明の土地を利用できるようにすることが

重要である。 

土地や所有者の所在の把握が難しい土地については、「所有から利用

へ」の観点に立った方策により、県土の荒廃を防止し、最適な県土利

用の選択を図る旨を計画に明示しました。 

 

 

Ｐ４：「２（２）③人口減少社会に適応した県土管理」 

５ 土地利用の原則 人口が減少して地域は縮小するため、必要に応じて

都市計画の見直しを図ることも重要である。 

 

人口減少等による社会経済状況の変化を踏まえ、目指すべき都市像の

実現に向けた都市計画の継続性とのバランスや立地適正化計画等の

内容に留意しつつ、必要に応じて都市計画の見直しを図る旨を計画に

明示しました。 

 

 

Ｐ６：「２（４）都市地域」 

６ 土地利用の原則 荒廃農地は地域の景観を損ねることから、荒廃農地

の有効利用を促進して欲しい。特に、市町での取組

が大事になると思うので、市町の計画などへ位置付

けることも重要になる。 

荒廃農地については、農用地として再生できるものは生産基盤整備や

農業の担い手への利用集積の促進等により有効利用を図る旨を計画

に明示しました。 

 

 

Ｐ７：「２（４）②ウ再生利用困難な荒廃農地」 

 

 

 

市町の取組の促進については、土地利用基本計画の周知を図るととも

に、最も地域に密着した即地的な計画である市町村国土利用計画の策

定において、荒廃農地の有効利用や他用途への利用促進について協議

してまいります。 
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No 区分 意見要旨 意見に対する考え方 

７ 土地利用の原則 荒廃農地の森林等への転換は容易でないと考える

が、地域区分の変更に踏み込んで土地利用の転換を

図ることは重要である。 

農用地として再生利用が困難な荒廃農地については、森林等への転換

など地域の実情に応じた土地利用を促進する旨を計画に明示しまし

た。 

 

 

Ｐ７：「２（４）②ウ再生利用困難な荒廃農地」 

 

 

 

また、既に森林化した荒廃農地で森林として管理することが適当なも

のについては、森林地域へ変更し、適正な土地利用を図る旨を計画に

明示しました。 

 

 

Ｐ８「２（４）③ウ森林化した荒廃農地」 

８ 留意すべき基本的事項 太陽や水など自然エネルギーを活用した施設を整

備する場合、周辺への影響を減らせるように事業者

は配慮することが必要であると思うし、もっと地域

に対して説明する努力が大切である。 

御意見を踏まえ、以下のとおり追記しました。 

 

 

『大規模な土地利用転換を図る場合には、開発に伴う影響が広範囲に

及ぶことを考慮し、周辺の土地利用状況や自然環境・景観への影響、

防災対策、撤退時の対応、地域住民等への説明などに十分に配慮して

適正な土地利用を図る。』 

 

 

Ｐ14：「３（２）特に土地利用の調整が必要と認められる地域の土地

利用調整上留意すべき基本的事項」 
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No 区分 国の意見要旨 県の回答 

１ 土地利用の原則 「インターチェンジの整備などの社会経済情勢の

変化に伴う土地需要の増加が見込まれるなどの」と

追記していることについて、当該記述を追加する理

由及びその背景にある具体的な計画等を教えてほ

しい。い。 

（追加理由） 

本県では、平成24年４月に新東名高速道路が開通するとともに、平成

31年度には中部横断自動車道の開通も予定されており、津波の心配の

ない内陸部において高速交通ネットワークの充実が図られておりま

す。内陸部では、新東名高速道路等の開通により新たな発展の可能性

が向上しており、ＩＣ等周辺地域で土地需要の増加が見込まれている

ことから、記載を追加しております。 

（その背景にある具体的な計画） 

県では、東日本大震災を教訓に防災・減災に対応した県土利用が強く

求められていること、交通ネットワークの充実が図られてきているこ

とを背景として、「大規模地震への備え」と「新たな発展の可能性」

という２つの政策課題を同時に解決するものとして、防災・減災と地

域成長を両立させた魅力ある地域づくりを実現する『「内陸のフロン

ティア」を拓く取組』を推進しています。 

 

Ｐ６：「２（４）①都市地域」 

２ 土地利用の原則 国土利用計画（全国計画）（平成27年８月）との整

合を図るため 

 

・『…農地中間管理機構等の活用による担い手への

農用地の利用集積・集約･･･』 

・『･･･荒廃農地の発生抑制防止と解消･･･』 

・『･･･農業の担い手への利用集積・集約の促進等

により･･･』 

意見を踏まえ、県国土利用計画との整合も図り、以下のとおり修正し

ました。 

 

・『…農地中間管理機構等の活用による担い手への農用地の集積・集

約･･･』 

・『･･･農業の担い手への集積・集約の促進等により･･･』 

 

Ｐ７：「２（４）②農業地域」 

国への意見照会の結果 
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No 区分 市町の意見要旨 県の回答 

１ 土地利用の原則 市街化調整区域に一定割合の人口が分布している

ため、「自然環境等と調和した生活拠点等の維持」

を追記すべき。 

意見を踏まえ、以下のとおり追記しました。 

 

 

『市街化調整区域においては、良好な自然環境や優良な農林地等の保

全とこれら自然環境等と調和した生活拠点等の維持に努め、拡散的な

都市的土地利用は抑制する。』 

 

 

 

 

Ｐ６：「２（４）①都市地域」 

２ 留意すべき基本的事項 大規模太陽光発電施設については、周辺住民・事業

所・観光施設等との紛争が多発していることから、

「周辺住民・事業所・観光施設等への説明」を追記

すべき。 

意見を踏まえ、以下のとおり追記しました。 

 

 

『大規模な土地利用転換を図る場合には、開発に伴う影響が広範囲に

及ぶことを考慮し、周辺の土地利用状況や自然環境・景観への影響、

防災対策、撤退時の対応、地域住民等への説明などに十分に配慮して

適正な土地利用を図る。』 

 

 

 

 

Ｐ14：「３（２）特に土地利用の調整が必要と認められる地域の土地

利用調整上留意すべき基本的事項」 

市町への意見照会の結果 


